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静岡市森林づくり基本計画 概要版

第１章 計画の目的 第２章 現状と課題

公益的機能を高度発揮する森林づくり
（環境林）

社会全体の力で支える森林づくり
（森林の機能の理解、木材利用の促進、担い手育成）

育て・伐り・使い・植える森林づくり
（循環林）

公益的機能の維持

市内の森林のうち5万ha以上が天然林（原生林や広葉樹二次林）です。
木材生産は行っていませんが、環境保全や二酸化炭素吸収などの機能
で私たちの生活を支えてくれています。その機能を評価し、機能を維持
できるよう適切に管理する必要があります。

約4.4万haの針葉樹人工林のなかには、アクセスが悪いことや所有
者の都合で木材生産が行われず、また、荒廃により公益的機能が低下
している森林が多くあります。これらの森林は木材生産による収入が
見込めない森林において、所有者自らが森林管理を行うことを促す仕
組みづくりが必要です。

第3章 目指す将来像と計画の基本方針

【将来像】

森林の公益的機能を最大限に発揮し、
豊かな森林の恵みを享受できるまちの実現

木材生産

市内の森林所有者は、5ha未満の小規模森林の所有者が83％を占
め、所有者不明の森林も多く、所有者自らが森林管理を継続すること
が難しくなっています。将来にわたって木材生産を継続できる森林を
残すためには、大規模な木材生産を行っている人が、小規模森林も含
め一体的に施業を行うことが重要です。

また、木を植え、育てる作業にかかるコストが高く、主伐後に再造林を
行うと収益性が低くなってしまうため、主伐・再造林が進んでいません。
再造林費用の削減に向けた取組を進めていく必要があります。

森林に対する理解

都市部を中心に、多くの市民に森林の恩恵への理解が十分に進んでい
ません。また、オクシズ材（静岡市産材）・森林認証材の製品情報は、消費
者まで十分に届いていません。森林づくりやオクシズ材利用に対する市
民意識を高める必要があります。

人口減少に伴い木材産業従事者も高齢化が進み、新規就業者も少ない
状態です。貴重な森林を次世代に引き継ぐために、適切な森林管理のた
めの担い手の確保と育成を進める必要があります。

環境林と循環林の考え方

も り

も り

も り

循環林

環境林

公益的機能の
高度発揮

（１）計画策定の背景
静岡市には、海沿いの松林から標高3,000m

を超える南アルプスの山々まで、市域の７６％、
約１0.7万haの森林があります。

しかし、近年はアクセスが悪いこと等から必要
な森林管理が行われていない人工林が増加し、
森林が持つ木材生産をはじめ山地災害防止、水
源涵養、生物多様性保全、二酸化炭素吸収など
の公益的機能が低下しています。公益的機能の
低下は土砂災害発生リスクを高める要因とも
なっています。

このため、これまでの木材生産を主体とした
「林業行政」を続けていくのではなく、新しい考え
方を導入し、森林の持つ公益的機能に応じた適
切な森林管理を促進する「森林行政」へ転換する
必要があります。

（２）計画策定の目的
市内の森林全体を対象に、「静岡市森林づくり

基本計画」を策定します。新たな計画では、市内
の森林を、公益的機能を発揮できる森林とする
ため、「環境林」と「循環林」という新しい概念で
森林づくりを進めます。環境林では、森林の有す
る公益的機能の高度発揮を重視し、それを経済
価値として評価します。循環林では、公益的機能
を発揮しながら、木材生産を主体とした循環利用
を行います。
こ

社会 全体で
森林づくりを支える

間伐等の施業が行われず荒廃し、細い木が密集して太陽光が地表にほと
んど届かない森林では、下層植生が育たないため、降雨時に表層土砂が
流出し、生育する生物種が減少しており、公益的機能が低下している。

循環林

木材生産に適していて
循環林として経営管理

循環林
木材生産が困難で

公益的機能の発揮に特化した
環境林として管理

環境林

森林所有者または森林所有者と
契約した林業事業体が、森林経営
計画を策定し、木材生産を行う。

森林経営計画：効率的・計画的な森林経営を実施する5ヶ年計画。伐採届により進捗状況を確認する。

防災上特に整備が必要な森林
では、所有者から管理を受託し
た市が管理する。

所有者や事業体が、
計画に基づき木材
生産を行い循環林
として維持する。

森の力整備事業
等により整備し
環境林に移行済
（約0.4万ha）

新しい森林カーボンクレジットを活用し、公益的機能を発揮させる森林の経営管理を進める。

環境林
基本的には

手入れ不要で
公益的機能を

維持する

森林経営計画に
基づき

木材生産を行う

約0.7万ha

人工林（経営計画有）

約5万ha

天然林
約3.８万ha

人工林(経営計画無し）

進
め
方

（3）計画の対象
上で述べた約10.7万haの森林

は、「国有林」と、森林法第5条に定
められ台帳に登録されている森林
である「民有林」です。 この計画
では、「農地が森林化したものや、
放任竹林等、現状が森林になって
いる台帳への記載が無い森林」も
適切な管理が必要となるため、そ
れらを含めた全ての森林を対象と
します。

道路から100m以内の森林
0.7万ha（目安）

道路から100m以上の森林
2.7万ha（目安）環境林

環境林 循環林
※公金を用いて公益的機能の発揮に特化する環境林へ整備した森林を 循環林に戻すことは原則不可

約9百ha

竹林

適切な
整備により

公益的
機能を

発揮させる

も り

約6千ha

その他

現状維持
（森林簿に
含まれるが

現況は
岩石地や
崩壊地等）

育て・伐り・
使い・植える

5条森林＋国有林＋（竹林等面積不明森林）

＝約10.7万ha＋（α）

・国有林面積 4,160 ha
・その他の面積不明森林（竹林含む）

道路：林道、農道、その他

（公益的機能の高度発揮） （公益的機能を発揮しながら森林の循環利用）

竹林
859 ha

その他
6,179 ha

森林経営計画
策定林
7,195 ha

森林経営計画の
無い森林
38,347 ha

人工林
45,542 ha
うち１,272haは広葉樹

天然林
50,393 ha

静岡市の
5条森林

102,973 ha

道路からの距離100mが
目安だが

所有者の意向で決定

■ 森林

■ 市街地、河川等

葵区小河内（南アルプス）

清水区三保（三保松原）

市域の76%が
森林

崩れた竹林

奥藁科
（藁科川流域）

奥清水
（興津川流域）

安倍奥
（安倍川流域）

井川
（大井川流域）

静岡市の森林内訳

これにより、環境保全と経済活動
の調和を図りながら、持続可能な森
林経営を推進し、次世代につながる
豊かな森林への再生を進めます。

広大で多様な静岡市の森林
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公益的機能を発揮させる森林づくり



国・県の
森林・林業の計画

法定計画

第5章 育て・伐り・使い・植える森林づくり（循環林）

循環林は「公益的機能を発揮しながら、木材生産（造林、育林、主伐、再造
林）を繰り返す森林」です。森林の集約化や木材生産の低コスト化により、
森林所有者等が持続可能に木材生産できる体制を確立します。

第6章 社会全体の力で支える森林づくり

森林づくりは私たちの未来への共同投資であることから、森林の持つ公
益的機能や木材利用の意義についてより多くの方に理解していただくとと
もに、森林づくりを支える担い手の確保、育成のための取組を進めます。

第７章 計画の推進体制

第４章 公益的機能を高度発揮する森林づくり（環境林）

環境林は「水源涵養、山地災害防止、生物多様性保全、二酸化炭素吸収な
どの公益的機能を高度に発揮する森林」です。天然林（原生林や広葉樹二
次林等）では現状を維持し、荒廃した針葉樹人工林ではまず間伐により針
葉樹と広葉樹低木が混在する複層林化を進めます。

画像：林野庁パンフレットより
森林経営計画にもとづく、
効率的で適切な循環林管理

森林の持つ機能や
適切な管理、木材利用等への
市民の関心向上

適切な病虫獣害
対策の継続

森林の機能や役割、
森林経営の意向に
対応した林道管理

静岡市森林整備計画
（2025～2035年）
５年度ごとに見直し

森林の整備手法をまとめたもの

非法定計画

実現するための
個別計画

上位計画

（仮称）
静岡市森林づくり

基本計画
（2026～2035年）

静岡市の森林全体の計画

第5次静岡市総合計画

第３次
静岡市環境基本計画

（2023～2030年）

関連
計画

本計画の位置づけ

・森林政策全体についての計画で
ある（仮称）静岡市森林づくり基本
計画の進捗確認や評価は有識者や
市民代表で構成する環境審議会で
確認し、進捗が遅れている事業に
ついては、改善策を検討します。

・市民や森林と関わる関係団体等
で構成する「森林連絡会」を設置し、
森林経営から木材利用まで意見を
聴取する場を作ります。

公益的機能の高度発揮

（1）市民意識の醸成

より多くの人に、森林の持つ機能や必
要な管理、木材利用等について、理解し
ていただくとともに、積極的にボラン
ティア活動やオクシズ材を利活用して
もらえるよう、SNS等での情報発信、
森林に関わる市の施設（南アルプスユ
ネスコエコパークミュージアムM:I、み
ほしるべ等）での展示、イベントや講座
等を、市が関係者と連携して実施して
いきます。

市は、公共施設で積極的にオクシズ材
を活用します。また、個人が建物の新築
や店舗等の改装をする際のオクシズ材
の活用に対して、補助を行います。この
ようなオクシズ材利活用の拡大に向け
た取り組みにより、市内の森林の循環
利用を促進します。

また、市は森林認証の取得の支援を
通して、森林の適切な管理を推進し、オ
クシズ材利活用拡大を下支えします。

（3）担い手の確保と育成

木材産業（森林施業や木材加工業等）
の仕事をより多くの若者に知ってもら
えるよう、市や関係機関が職場体験の
受け入れや就職ガイダンス等を実施し
ます。

また木材産業が魅力的な仕事となる
よう、関係機関による職場環境や技術
の向上のための安全衛生対策等の取組
を、（公社）静岡県山林協会を通じて支
援します。

（1）環境林保全・維持体制の構築

森林の公益的機能を経済的に評価する
新しいカーボンクレジット創出の仕組み
を市が構築し、木材生産による収入がな
い環境林において、そのクレジット売却に
よる収入を森林所有者に還元することに
より、所有者自ら森林管理を行うことを
促します。

また、特に防災上整備が必要な森林は、
市が所有者から管理権を得て、森林環境
譲与税を活用して管理します。

（2）環境林の病虫獣害対策

環境林は基本的に手入れ不要ですが、
シカ等に若い苗が食べられないように
する対策や、ナラ枯れ・マツ枯れ等の感
染症対策は、必要に応じて市が実施ま
たは補助を行います。

荒廃した針葉樹人工林のうち、今後
木材生産が期待できない森林について
は、間伐や広葉樹の植栽等により「環境
林へ移行」していきます。環境林化は、
所有者が実施しますが、防災上特に必
要な場合は、市が所有者から管理権を
得て実施します。

また、荒廃した放任竹林は、拡大の抑
制・樹種転換等の整備を支援します。

近年、木材生産のために森林を所
有することの意識が希薄となり、自
らが森林経営管理を行わない小規模
森林所有者が増加しています。
そのため、大規模に木材生産を行っ

ている人などが、他の森林所有者と
契約を結び、まとめて一体的に森林
経営計画を立てて木材生産を行う
「森林の集約化」を進めます。

市が森林経営管理を行わない所有
者と大規模に木材生産を行う人との
橋渡し役を担い、森林の集約化を促
進します。

（2）積極的なオクシズ材の利活用

針葉樹高木と広葉樹低木の複層林

主伐後に再造林した針葉樹人工林

小学校での出張林業教室

日本平夢テラス展望回廊

就職ガイダンスチラシ

（3）荒廃した針葉樹人工林等の環境林化

（1）木材生産に係る森林の集約化

新しい森林カーボンクレジットのイメージ

【森林の集約化のメリット】

関連
計画

全

森林所有の意識の変化のイメージ

カーボン
クレジット

クレジットでの収益は
森林の管理費に

森林の価値

所有者等

CO2削減量をク
レジット（証書）と
して発行し、企業
間等で売買する
仕組み

クレジットの
売買

環境保全に興味
のある企業。
CO2の削減を
行っている企業

企業

将来の子孫たちが、
伐ってお金を得られるよう

木を植えておこう。

木は大きくなったけれど
伐っても安くしか売れない。

森林を持っていても
管理できない。

数十年後

うちの森林も
一緒によろしくうちの森林も

一緒によろしく

まとめて経営計画を策定し
木材生産します！

集約化のイメージ

（2）木材生産の低コスト化

木材生産の低コスト化により、主伐・
再造林を推進し、「育て・伐り・使い・植
える」森林づくりを進めます。

木材生産コストの削減に向け、効率
的な人員配置、生産する木材の用途に
応じた植栽手法や作業の機械化の検
討をしながら、初期成長スピードの早
い苗木の生産にも取り組みます。

きのことくんアオ太くん

（3）木材の情報共有システム構築

木材の需要、供給、取引などの情報を発注元から発注先までの関係者間で共
有する仕組みを構築することで、情報の見える化を図り、木材価格の適正化や
流通の効率化、林業従事者の所得向上につなげます。

下層植生を食べるニホンジカ（左）
マツ材線虫病を媒介するマツノマダラカミキリ（右）

オクシズ材の活用推進
（木材の元玉から末玉まで
品質に応じて用途を転換し、
全木を無駄なく利用）

静岡市環境審議会
（附属機関）

静岡市
環境政策

連携統括会議
（庁内会議）

森林連絡会
事務局

（森林経営管理課）

評価

報告

意見

報告

本計画の推進体制

間伐による複層林化のイメージ

森林
所有者

木材
生産者

市

森林が適切に管理される。

面積を広げて、
作業を効率化できる。

適切な森林管理が進み、
公益的機能が発揮される。

市が仲介
することも

ある


